
参考資料１０

自治体共同運営サイトにおける認証方法及びID/パスワード発行方法の例　（東京電子自治体共同運営サービスの場合）

（１） 利用者認証及び本人確認の方法
　本電子申請サービスにおいては、申請者（代理人）の利用者認証及び本人確認（代理人確認）を行う方法として、申請・届出手続のそれぞれの性質を
基に、以下の4 種類の方法を適用することとする。

申請者の権利義務に変動を生じる手続、申請書に記名押印（実印）が求められるような手続、又は
身分証の提示が求められるような手続（ただし、代行者による申請が認められないもの、又は申請
者と提出者の同一性の確認が必要なもの）

④ ID／パスワードによる利用者認証と電子証

明書を利用した申請書へのデジタル署名によ
る本人確認の併用

申請者の権利義務に変動を生じる手続、申請書に記名押印（実印）が求められるような手続、又は
身分証の提示が求められるような手続（ただし、代行者による申請が認められるもの、又は申請者
と提出者の同一性の確認を必要としないもの）

③ 電子証明書を利用した申請書へのデジタル

署名による本人確認

申請書に署名又は記名押印（認印）が求められるような手続（ただし、「押印見直しガイドライン（平
成9 年7 月）」により押印が廃止できるもの及び③・④に該当するものを除く）

② ID／パスワードによる利用者認証

申請書に記名するだけで申請・届出を行うことができるような手続（利用者認証及び本人確認を必
要としない手続）

① 利用者認証及び本人確認を行わない（申請・

届出毎に到達番号／問合せ番号を払い出し）

申請者（代理人）の利用者認証及び本人確認（代理人確認）を行う方法申請・届出手続の性質

※　仕様上は上記の4区分が想定されていたが、実稼働では、全員ID/パスワード登録を必要としたことから、②、④のみの方式となっている。

（２） ID／パスワードの発行方法
　ID／パスワードの発行方法としては、以下の5 つが想定されるが、共同運営センターにおいては、電子証明書により厳密な本人確認ができることや、

申請者や参加自治体の負担の軽減に配慮し、①を選択することとする。

申請者が窓口に出向く必要あり、参加自治体に
よる対面審査が必要

⑤参加自治体窓口での申し込みに対して、対面で審査を行った後に発行

申請者が電子証明書を所有している必要あり④インターネット上での申し込みに対して、公的個人認証サービスや商業登記に基づく電子認証
サービス等により発行される電子証明書を利用した本人確認を行いオンラインで発行

申請者に郵送の手間がかかる、参加自治体に
よる審査が必要

③身分証明書の写し等を添付した郵送による申し込みに対して、参加自治体で審査を行った後に
郵送などにより発行

参加自治体による審査が必要②インターネット上での申し込みに対して、参加自治体で審査を行った後に郵送などにより発行

厳密な本人確認ができない①インターネットを介して共同運営センターによりオンラインで発行

備考ID／パスワードの発行方法

出所：東京電子自治体共同運営サービス提供委託サービス仕様　＜参考資料　ＩＶ－３＞　法的課題や運用上の課題への対応（一部補足を加えている。）
http://www.taims.metro.tokyo.jp/soumu/kyodo_goiken.nsf/d3d86876898366de49256e35001549be/$FILE/_760qlu47q9kph15i0229ki449rc893q0ggbh112au22b
n044fsc885j0gh7dh14f8221dc442pg893jggh6f0_.pdf
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（３） 認証機能の要件

電子認証機能が行う処理

対応すべきユーザ認証の方式（図表Ⅲ－５） 対応すべきデジタル署名、電子証明書の種類（図表Ⅲ－６）

出所：東京電子自治体共同運営サービス提供委託　サービス仕様
http://www.taims.metro.tokyo.jp/soumu/kyodo_goiken.nsf/d3d86876898366de49256e35001549be/$FILE/_660olu443ag882moggdp110qo2276844ndg88v48_.pdf
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